
３ オンライン資格確認等システムの本格運用の開始時期について

3月 4月～6月 7月～ ～10月

【本格運⽤開始に向けた厚⽣労働省の⼯程管理スケジュール】

【本格運用の開始】

・薬剤情報の閲覧開始

・レセプト振替の開始

・個⼈番号誤⼊⼒が
ないか、J-LIS照会
により再確認

・実際の運用を通じて
検知したデータ誤りも含め、
データを確認・修正

・個人番号の誤⼊⼒をシステム的に

チェックする機能の導入

（システム改修に３か⽉程度）

・請求に必要となる資格情報の

再確認・修正を重点的に実施

（全保険者を網羅的にチェックする等）

約500機関

程度

4

保険者

医療機関等
（実施数）

〇 オンライン資格確認については、骨太の方針2019において、「2021年3月から本格運用する」とされている。

※ 「マイナンバーカードの健康保険証利⽤を進めるため、診療時における確実な本⼈確認と保険資格確認を可能とし、医療保険
事務の効率化や患者の利便性の向上等を図り、2021年３⽉から本格運⽤する。」（令和元年６⽉21日閣議決定）

○ 医療機関等・保険者における現状と課題を踏まえ、オンライン資格確認については、システムの安定性確保や

データの正確性担保などの観点から、プレ運用を継続したうえで、遅くとも薬剤情報の閲覧開始を予定している

10月までに、本格運用を開始する。

〇 この間、個⼈番号の誤りが⽣じないよう、個⼈番号の誤⼊⼒をシステム的にチェックする機能を導⼊する。

並⾏して、実際の運⽤を⾏いながらデータを検証し、精度を⾼めていく。

約10万機関程度まで順次拡大

※ システムの安定性や運用状況等を確認しながら拡大していく

番号誤り等

を保険者に

おいて確認・

修正

最
終
確
認


